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（１）傍聴の受付は、9時30分から9時50分まで会議室の前で行います。
（２）傍聴の受付は、先着順に行います。したがって、定員になり次第、受付を終了します。
（３）会議室において、写真撮影、録画、録音等は行わないでください。また、張り紙、ビ
ラ、プラカード、のぼり等の携帯や、はち巻、腕章等を着用しないでください。
（４）その他会議の支障となる行為はしないでください。
（５）会議当日、傍聴要領を配布します。傍聴要領の記載事項に違反したときは、退場してい
ただく場合があります。

内線 3387

注 意 事 項

電話 043-245-5658
問 い 合 わ せ 先 水道局水道総務課

開 催 日 時 令和6年3月21日(木) 10:00 12:00

開 催 場 所 等 千葉市役所本庁舎３階ＸＬ会議室３０１　

傍 聴 者 等 の 定 員

傍聴者等の決定方法

会 議 の 方 法

　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市中央区千葉港１－１

※　通信回線を利用して会議に参加する者がいる場合に限る。

　

（１）会長及び副会長の選任について
（２）千葉市営水道の概要と令和６年度予算（案）について
（３）千葉市水道事業中長期経営計画の令和４年度進捗報告について
（４）その他

会議の開催について（お知らせ）

会 議 の 名 称 令和5年度第１回千葉市水道事業運営協議会

議 題


